
報告第２２号 

 

   専決処分した事件の報告及び承認について 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定に基

づき、和解について次のとおり専決処分したので、同条第３項の規定に

より報告し、承認を求める。 

  平成２８年１２月２２日 

            提出者 足立区長  近 藤 弥 生 



  専決処分書 

 

 建物明渡等請求事件訴訟に関する和解について、地方自治法（昭和２

２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、次のとおり専決処分

する。 

 

 

  平成２８年１１月７日 

 

                足立区長  近 藤 弥 生 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



建物明渡等請求事件訴訟に関する和解について 

 

足立区は、名義人死亡による区営住宅の退去手続きは行われたが、居

室内に残置物があるため建物の明渡しが完了していない相手方に対す

る建物明渡等請求事件訴訟につき、下記により和解する。 

 

記 

 

１ 相手方 

世田谷区池尻在住者 

 

２ 和解の要旨 

別紙和解条項のとおり 

（ただし、和解条項の別紙物件目録は省略） 



 

（別紙） 

和解条項 

 

１ 原告と被告は、故      を使用者とする別紙物件目録記載の建物部分（以下、

「本件居室」という。）に係る賃貸借契約（以下、「本件契約」という。）につき、

次の各事項を相互に確認する。 

（１） 本件契約が足立区営住宅条例第２３条第１項により故      が死亡した

平成２０年１２月３１日をもって終了したこと 

（２） 本件居室内には故      の動産類が残置されており未だ本件居室の明渡

が完了していないこと 

（３） 被告が原告に対し連帯保証人として平成２１年１月１日から本件居室の明渡完

了まで１か月金１万円の使用損害金を支払う義務及び本件居室を原状に回復して

明け渡す義務を負っていること 

２ 被告は、原告に対し、自己の責任において本件居室内の動産をすべて撤去して本件

居室の原状回復を行い、本件居室を平成２８年１１月３０日限り明け渡す。 

３ 被告が前項の明渡を遅滞なく行ったときは、原告は、被告に対し、第１項（３）号

の使用損害金の支払義務を免除する。 

４ 被告が原告の事前の承認を得て第２項の原状回復を業者に委託したときは、当該業

者に支払う原状回復費用は原告が負担する。 

５ 原告は、その余の請求を放棄する。 

６ 原告と被告は、原告と被告との間には本件に関し本和解条項に定めるほか何らの債

権債務のないことを相互に確認する。 

７ 訴訟費用は各自の負担とする。 

以上 


